
令和５年３月 

調布市環境部下水道課 

 TEL:042-481-7229・7231 FAX:042-481-7550 Email: gesui@w2.city.chofu.tokyo.jp 

「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」の規定及び 

「調布市開発指導要綱」に基づく協議による 

下水道の審査基準 

 

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に基づく開発事業の手続において，調

布市環境部下水道課との協議として排水設備計画承認申請書を３部提出しなければならない。

この申請について，調布市開発事業指導要綱で定めている法令及び調布市の下水道計画に適

合しているかを判断するための基準を定めたものである。 

以下の審査基準のほか，個々の申請内容が災害の防止，下水道施設の維持管理に支障がない

かについて審査を行うものとする。この審査基準は，令和５年３月１７日の申請から適用す

る。 
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１ 浸透施設の審査基準 

１－１．雨水流出抑制施設の選定 

浸透施設は，設置位置に関して条件が定められている。開発区域において，浸透施設の

設置が適している地域かどうかを確認し，浸透施設や貯留施設あるいはその両方を設置

し，雨水流出抑制を行う。浸透施設の設置における条件を次のとおりで示す。 

 

浸透施設の設置条件 

・浸透施設は相互干渉するため，１．５ｍ 以上離して設置する。 

・盛土地形の場合には浸透施設は現地盤高以下に設置する。 

・建物等への影響を考慮し，基礎から３０ｃｍ以上離して設置する。 

・地下埋設物がある場合には地下埋設物から原則として３０ｃｍ以上離して設置する。 

・図１－１に示すような傾斜角度が３０°以上の傾斜地には浸透施設の設置が適さな

い。 

・傾斜地近傍箇所は，原則として表１－１に示す離隔をとり，設置する。 

 

表１－１ 浸透施設とのり尻及びのり肩までの離隔条件 

高低差 

（HG） 
斜面角度θ 

浸透施設砕石から 

のり尻及びのり肩までの離隔（L） 

2m≦HG 
30°≦θ<70° 1m 以上かつ深さ A の 2 倍以上 

70°≦θ 2m 以上かつ深さ A の 2 倍以上 

HG<2m 
30°≦θ<70° 1m 以上 

70°≦θ 1m 以上 

図１－１ 浸透施設の設置条件 その１ 
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図１－２ 浸透施設の設置条件 その２ 

 

表１－２ 開発区域の状況における雨水流出抑制施設の選定 

開発区域の状況 
雨水流出抑制施設の選定 

（開発行為） （建築行為） 

全域で浸透施設の設置が適している 浸透施設 浸透施設 

部分的に浸透施設の設置が適している 浸透施設か貯留施設 

原則，浸透施設 

困難な場合は，浸透施

設と貯留施設の併用。 

全域で浸透施設の設置が適していない 貯留施設 貯留施設 
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１－２．浸透施設を設置する場合（開発行為） 

開発行為において，浸透施設を設置する場合，開発区域全体面積に対して，東京都多摩建

築指導事務所の審査基準を満たすように，６０ｍｍ／ｈｒ以上の降雨を流出抑制できる

浸透施設を設置すること。 

 

 

１－３．貯留施設を設置する場合（開発行為） 

開発行為において，貯留施設を設置する場合，東京都多摩建築指導事務所の審査基準を

満たすように６０ｍｍ／ｈｒ以上の降雨を流出抑制できる貯留施設を設置すること。 
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１－４．浸透施設を設置する場合（建築行為） 

建築行為にて，浸透施設を設置する場合，調布市の基準により，対策降雨量を満たす雨水

流出抑制を行うこと。敷地面積により，対策降雨量が異なるため，表１－３を参照すること。

必要浸透量及び浸透施設能力の計算方法については，調布市雨水浸透施設設置基準を参考

に計算すること。 

 

表１－３ 調布市の建築行為における対策降雨量 

敷地面積[㎡] 対策降雨量[100 ㎡あたり] 

５００未満 ２㎥ 

５００以上から１０００未満 ３㎥ 

１０００以上 ６㎥ 

 

 

１－５．浸透施設と貯留施設を併用する場合（建築行為） 

 建築行為にて，浸透施設と貯留施設を併用する場合は，浸透量と貯留量を足し合わせた雨

水流出抑制量が対策降雨量を満たすようにすること。敷地面積により，対策降雨量が異なる

ため，表１－３を参照すること。必要抑制量及び浸透施設能力の計算方法については，調布

市雨水浸透施設設置基準を参考に計算すること。 

雨天時に貯留した雨水は，晴天時に浸透施設により雨水浸透するようにすること。また，

雨水貯留分を 1 日で空にできるように，２４時間分の浸透量が貯留量を超えるようにする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

調布市雨水浸透施設設置基準の抜粋 その１ 
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調布市雨水浸透施設設置基準の抜粋 その２ 
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１－６．貯留施設を設置する場合（建築行為） 

建築行為において，貯留施設を設置する場合，調布市の基準（表１－３）により，対策

降雨量を満たす貯留施設を設置すること。オリフィスの口径については，「東京都雨水貯

留・浸透施設技術指針 -資料編-」の計算方法を参照し，貯留槽が満水位となったときに

下水道本管の許可放流量未満の吐出量となるように選定すること。オリフィスにオリフ

ィス口径より小さな断面積（１／３程度）を持ったフィルターを設け，かつ，沈砂槽を設

けること。 
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２ 下水道施設の審査基準 

２－１．排水先について 

開発区域の排水は，下水道の流域にそって排水すること。 

※調布市環境部下水道課の窓口にて開発区域の流域を確認すること。 

 

図２－１ 宅地造成で下水道本管を敷設するときの排水例 

 

図２－２ 集合住宅等で排水するときの例 
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２－２．下水道本管の選定及び規定 

開発区域に道路を新設する場合，下水道に排除すべき建築物の戸数が３戸以上である場

合は，下水道本管を新設すること。 

下水道本管の管径は，内径２５０ｍｍ以上（分流地区の汚水本管のみ２００ｍｍ以上）と

し，当該地の排水流量（調布市の流量計算式を用いて算出する）を満たす管径を算定するこ

と。下水道本管の土被りは，１．２ｍ以上確保すること。また，下水道本管の延長は，７５

ｍを越えないこと。下水道本管の勾配は，表２－１を参照し，既設本管との接続については，

管頂接合すること。下水道本管及び人孔の位置は，道路中心とすること。下水道本管の構造

は，硬質塩化ビニル製を標準とし，日本下水道協会規格対象品を使用すること。 

 

２－３．取付管の選定及び規定 

公共桝及び取付管は，１つの建物に対して，１つとなるように整備すること。ただし，当

該地の流域が複数に分かれている場合は，流域にそって複数から排水すること。 

新設取付管の管径は，内径１５０ｍｍ以上とし，当該地の排水流量（調布市の流量計算式

を用いて算出する）を満たす管径を算定すること。新設取付管の構造は，硬質塩化ビニル製

を標準とし，日本下水道協会規格対象品を使用すること。 

取付管の土被りは，舗装構造厚に３０ｃｍを足した深さ以上を確保すること。また，延長

は，道路幅以内とすること。 
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２－４．調布市の流量計算式 

１．雨水流量（Ｑ１）を求める。 

Ｑ１＝（１／３６０）×Ｃ×Ｉ×Ａ 

Ｃ：流出係数の平均値＝∑（地表面積×流出係数）／排水区域全面積 

Ｉ：流達時間の平均降雨強度（５０ｍｍ／ｈｒ ５年確率） 

＝４５００／（３０＋ｔ）＝４５００／３７ 

ｔ：流集時間（管渠の起点及び取付管を算定する場合）＝７分 

Ａ：排水区域全面積（ｈａ）  １ｈａ＝１０，０００ｍ２ 

 

流出係数 

表面 流出係数 

屋根 
舗装(非透水性舗装) 
舗装(透水性舗装) 
その他不透面 

水面 
間地 

芝、樹木の多い公園 
勾配の緩い山地 
勾配の急な山地 

０．９０ 
０．９０ 
０．４０ 
０．８０ 
１．００ 
０．３０ 
０．２５ 
０．４０ 
０．６０ 

 

２．汚水流量（Ｑ２）を求める。 

Ｑ２＝（２００Ｌ／日）×人口 

＝（１／１８０，０００）×人口〔㎥／ｓ〕 ※１日＝１０時間とする。 

人口：２ＤＫ ３．５人を標準とし、居間が１部屋増すごとに０．５人加算。ワンル

ームは１．５人他は、水道用途別１日使用水量より 

（０． ２㎥＝１日１人最大汚水量） 

 

３．流入量（Ｑ３）を求め，安全率をかける。 

開発区域が合流地区の場合 

合流本管の流入量（Ｑ３）  ＝｛雨水流量（Ｑ１）＋汚水流量（Ｑ２）｝×１．２（安全率） 

開発区域が分流地区の場合 

雨水本管の流入量（Ｑ３） ＝ 雨水流量（Ｑ１）×１．２（安全率） 

汚水本管の流入量（Ｑ３） ＝ 汚水流量（Ｑ２）×２．０（安全率） 

 

４．流入量（Ｑ３）以上の流下能力をもった下水道管の管径を選定する。 

   流入量（Ｑ３） ＜ 選定する下水道管の流下能力 

   となるように選定する。 
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表２－１ 下水道本管（硬質塩化ビニル管）の流下能力及び最大延長表 

管径[mm] 標準勾配 流下能力[㎥/s] 流速[m/s] 最大延長[m] 

φ２５０ ５．５‰ ０．０５７３ １．１６８ ７５ 

φ３００ ４．５‰ ０．０８４３ １．１９３ ７５ 

φ３５０ ３．５‰ ０．１１２２ １．１６６ ７５ 

φ４００ ３．０‰ ０．１４８３ １．１８０ ７５ 

φ４５０ ２．６‰ ０．１８８９ １．１８８ ７５ 

φ５００ ２．２‰ ０．２３０２ １．１７３ ７５ 

φ６００ １．８‰ ０．３３８６ １．１９８ ７５ 

※流速は，１．２ｍ／秒が標準値。 

※管径は，２５０ｍｍ以上とするが，分流地区の汚水本管のみ 

管径φ２００，標準勾配８．０‰とすることができる。 

 

表２－２ 取付管（硬質塩化ビニル管）の流下能力及び最大延長表 

管径[mm] 標準勾配 流下能力[㎥/s] 流速[m/s] 最大延長[m] 

φ１５０ １２．０‰ ０．０２１７ １．２２９ 道路幅以内 

φ２００ ８．０‰ ０．０３８１ １．２１４ 道路幅以内 

φ２５０ ５．５‰ ０．０５７３ １．１６８ 道路幅以内 

φ３００ ４．５‰ ０．０８４３ １．１９３ 道路幅以内 

φ３５０ ３．５‰ ０．１１２２ １．１６６ 道路幅以内 

φ４００ ３．０‰ ０．１４８３ １．１８０ 道路幅以内 

φ４５０ ２．６‰ ０．１８８９ １．１８８ 道路幅以内 

※流速は，１．２ｍ／秒が標準値。管径は，１５０ｍｍ以上とする 
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２－５．人孔の選定及び規定 

新設人孔は，起点，中間点，会合点において接続できる最大管径が異なるため人孔選定表

に基づき選定すること。また，人孔の蓋及び蓋受けの位置は，車の乗り入れが少ない位置

（道路幅の中心）とすること。下水道本管の敷設にあたり，人孔接続部には，マンホール耐

震継手を使用すること。人孔蓋は，調布市下水道用マンホール蓋設置規定を遵守すること。 

表２－３ 人孔選定表 

呼び径 人孔内径 最大管径 

（起点及び中間

点） 

最大接続管径 

（会合点） 

最大深さ 

（地盤から下

流管底高） 

１号人孔（１種）   ９００ｍｍ ５００ｍｍ ４００ｍｍ ３ｍ 

１号人孔（２種） ９００ｍｍ ５００ｍｍ ４００ｍｍ ５ｍ 

２号人孔（２種） １２００ｍｍ ８００ｍｍ ５００ｍｍ ５ｍ 

３号人孔（２種） １５００ｍｍ １１００ｍｍ ７００ｍｍ ５ｍ 

４号人孔（２種） １８００ｍｍ １２００ｍｍ ８００ｍｍ ５ｍ 

５号人孔（２種） ２２００ｍｍ １５００ｍｍ １１００ｍｍ ５ｍ 

※最大深さは、埋め戻し土が一般的（γ＝18kN/m3、φ=30°）な土質での埋設深さを示す。 

※人孔深が３ｍを超える場合は，別途協議すること。 

 

図２－３ 起点，中間点，会合点による人孔設置例 
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２－６．人孔の足掛け金具の位置 

人孔の足掛け金具の位置は，下流側の下水道管径が内径４００ｍｍまでは下流方向に設

置すること。下流側の下水道管径が内径４００ｍｍより大きい場合は，人孔から下流を向い

たときに左側に設置すること。 

 

図２－４ 人孔の足掛け金具設置 平面図 

 

２－７．人孔の勾配及び接続の規定 

人孔内での上流管底高と下流管底高は，２ｃｍを標準とする。既設管との接続にあたり落

差が生じる場合，上下流の管底差が６０ｃｍ未満までは，人孔内での落差を許容する。上下

流の管底落差が６０ｃｍ以上かつ１号人孔の場合は，外副管を設置する。上下流の管底落差

が６０ｃｍ以上かつ２号人孔以上の場合は，内副管を設置することを原則とする。 

 

 

図２－５ 人孔内の勾配及び管接続規定 断面図 

 

表２－４ 外副管径の選定表 

本管径 副管径 

φ２５０から４００ φ２００ 

φ４５０から５００ φ２５０ 

φ６００ φ３００ 

         ※φ６５０以上は，別途協議とする。 
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２－８．公共桝の選定及び規定 

公共桝の選定は，桝の深さや取付管内径によることから，次の表に適合するよう選定及び

整備すること。公共汚水桝のインバートはストレートとし，会合を行わないこと。既設の公

共桝がこの規定に適合していない場合は，適合するように撤去，新設すること。 

    表２－５ 公共桝の選定表 

公共桝 

名称 

内径 

[mm] 

前面道路に 

歩道がない場合 

桝設置位置 

前面道路に 

歩道がある場合 

桝設置位置 

 

桝の深さ[mm] 

※2 

 

取付管内径

[mm] 

小型 200 道路の際 歩道上※1 2000 まで 150mm 

小型 300 道路の際 歩道上※1 2000 まで 
200 から 

300mm 

0 号人孔 750 宅地内 宅地内 2000 まで 
150 から

250mm 

1 号人孔 900 宅地内 宅地内 3000 まで 
150 から

600mm 

     ※1 都道・国道の場合は，宅地内とする。 

※2 桝の最小深さは，舗装構造厚＋３０ｃｍ＋取付管径とする。 

 

 

 

２－９．他企業埋設物との離隔 

他企業埋設管の調査を行い，縦断図面，平面図に示すこと。新設下水道施設と他企業埋設

管の離隔が３０ｃｍ以上とれない場合は，防護について他企業と協議を行い，どのように防

護するかを図面に示すこと。 

 

図２－６ 他企業管との離隔 断面図 
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２－１０．平面上の流入角度の規定 

人孔接続，管接続において，平面的な流入は，下流方向を０°としたとき，９０°以上の

流入角度をとり，流れる向きに対して逆方向に接続しないようにすること。 

 

図２－７ 取付管及び本管における流入角度 平面図 

 

２－１１．管接続の規定 

取付管から下水道本管，下水道本管から下水道本管へ管接続できる条件は，次のとおりと

する。この条件に満たない場合は，下水道本管へ割り込み人孔を新設すること。 

 

       表２－５ 管接続できる条件表 

接続元の管径 接続先の管径 

φ１５０ φ２５０以上 

φ２００ φ６００以上 

φ２５０ φ７５０以上 

φ３００ φ９００以上 

φ３５０ φ１１００以上 

φ４００以上 

管内径をＡとしたとき 

Ａ×３倍以上 
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２－１２．管接続における断面上の流入角度の規定 

取付管は，平面及び断面での延長に対して，曲がりを使用しないことを原則とし，流入角

度や離隔を取るなどの理由で，やむを得なく曲げる場合は，曲がりを１箇所のみとするこ

と。また，下水道本管同士の管接続や，取付管から本管への管接続においての断面的な流入

は，管頂を０°としたときに，６０°を標準とし，６０°以下とすること。 

 

図２－８ 管接続における流入角度 断面図 

 

２－１３．本管接続及び人孔接続の離隔規定 

取付管の削孔穴同士（支管のつばを含む）の間隔は，０．７ｍ以上とること。管渠の受け

口と取付管削孔穴の間隔は，０．５ｍ以上とること。人孔の削孔穴同士の間隔は，０．３ｍ

以上とること。人孔の端部と取付管削孔穴の間隔は，１．０ｍ以上とること。 

削孔穴と受け口は中心からの離隔ではなく，端部からの離隔を示す。 

 

図２－９ 取付位置による離隔 平面図 
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２－１４．取付管の既設利用 

既設の取付管が陶管の場合は，取付管を根本から撤去し，閉塞を行うか，塩化ビニル管に

敷設替えすること。既設の取付管が塩化ビニール管の場合は，流量計算上，排水流量が満た

していて，かつ，流域にそった排水をする場合は，既設利用を認める。 

 

２－１５．既設人孔の蓋替え 

舗装復旧範囲内にある既設人孔が，旧人孔蓋の場合は，交換について協議すること。 
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３ 排水設備の審査基準 

３－１ 雨水貯留における注意事項 

雨水貯留槽や湧水貯留槽を設置し，ポンプ等で汚水系統へ排水する場合は，私設メーター

を検針しやすい場所に設置すること。また，公共下水道開始届を提出し，排水量に応じて下

水道料金を支払うこと。雨水貯留槽や湧水貯留槽からポンプ等で，浸透施設へ排水する場合

は，この限りではない。 

 

３－２ 駐車場のオイル阻集器の設置 

駐車場の面積が５００㎡を超えるか，３階以上の立体駐車場には，オイル阻集器（ガソリ

ントラップ）を設置すること。オイル阻集器の構造は，東京都排水設備要綱に準じること。 

 

３－３ 営業用調理場におけるグリース阻集器の設置 

営業用調理場がある場合，東京都排水設備要綱の阻集器の設計に基づき，グリース阻集器

を設置すること。流入流量及び体積残さの質量を計算し，阻集器の選定根拠を示すこと。ま

た，グリース阻集器は，日本阻集器工業会の認定品を原則として使用すること。 

 

 ３－４ 平面図の作図 

東京都排水設備要綱に準じて作図すること。 
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改変履歴 

令和５年３月１７日 

①公共桝の選定及び規定に小型公共ますを追加。 

②下水道本管の最大延長を管径１２０倍から７５ｍに変更。 

③流量計算式の汚水本管の余裕率を２０％から１００％に変更。 

④外副管径の選定表の数値を下水道施設計画・設計指針と解説に合わせて変更。 

⑤人孔選定表の数値を下水道施設計画・設計指針と解説に合わせて変更。 

⑥人孔選定表に１号人孔（２種）を追加。 

 ⑦人孔内落差が６０ｃｍを超える場合は，１号人孔は外副管，２号人孔以上は内副管に変更。 

 ⑧調布市雨水浸透施設設置基準の浸透施設の砕石高の土被りを変更。 
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令和  年  月  日 
 
調 布 市 長  様 
 
       事業主  住所（所在地） 
            氏名（名称又は代表者）       ◯印  
 
            電話     （     ） 
       設計者  住所（所在地） 
            氏名（名称又は代表者）       ◯印  
 
            電話     （     ） 

 
排 水 設 備 計 画 承 認 申 請 書 

 
 事業名称「             」の，開発行為・集合住宅

等における排水設備計画の承認を受けたいので，下記図面を添えて

申請します。 
記 

１ 施工箇所  
２ 施工目的  
３ 敷地面積  
４ 予定工期 令和  年  月  日～令和  年  月  日 
５ 添付書類 
  (１) 案内図 ３０００分の１程度 
  (２) 汚水量計算書・雨水量計算書・浸透施設計算書 
  (３) 施工図面 
   ア 平面図   １００分の１ 
      （汚水－赤線，雨水－緑線，既設－破線，撤去－黄線） 

イ 断面図（公共桝を新設・撤去する場合，公共桝から下水道

本管までを示すこと。） １００分の１ 
   ウ 縦断図（下水道本管を敷設する場合，添付すること） 
   エ 構造詳細図 


